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平成１９年２月２８日判決言渡

平成１８年(行ケ)第１０５１４号 審決取消請求事件

平成１９年１月２９日口頭弁論終結

判 決

原 告 X

被 告 特 許 庁 長 官 中 嶋 誠

指定代理人 大 場 義 則

同 岡 田 孝 博

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が再審２００６－９５００３号事件について平成１８年１０月１６日

にした審決を取り消す。

第２ 当事者間に争いのない事実

１ 特許庁における手続の経緯

原告は，発明の名称を「家ダニ駆除沸湯容器」とする発明につき，平成１２

年４月１４日，特許を出願（特願２０００－１５２１２６。以下「本願」とい

う。）したが，平成１４年８月１６日付けの拒絶査定を受けた。原告は，同月

３０日，審判請求を行うとともに，同日付け手続補正書を提出した。

特許庁は，この審判請求を不服２００２－１９５８６号事件として審理し，

その結果，平成１８年１月２４日，平成１４年８月３０日付け手続補正を却下

した上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「前審決」

という。）をし，平成１８年２月１２日，前審決の謄本が原告に送達された。

原告は，平成１８年２月２０日，前審決に対する再審の請求（以下「本件審
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判請求」という。）をした。特許庁は，本件審判請求を再審２００６－９５０

０３号事件として審理し，その結果，平成１８年１０月１６日，「本件審判の

請求を却下する。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，同年１１月

８日，本件審決の謄本が原告に送達された。

２ 審決の理由

別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件審判の請求は，前審決が

確定していないにもかかわらず，前審決の再審を求めるものであり，「確定審

決」に対して請求されたものではないから，不適法であって，その補正をする

ことができない，仮に再審の請求が「確定審決」に対して請求されたものであ

るとしても，原告の主張内容は，本来，特許法１７８条１項の規定に基づいて，

前審決に対する取消しの訴えを提起して主張すべきものであって，再審の請求

に基づいて主張することは許されない，とするものである。

第３ 原告主張の取消事由の要点

「熱伝導の時間さ移動知らせタイマー」の意味が不明であり，特許を受けよ

うとする発明が不明確であるとの判断は，誤りである。本願の当初の明細書段

落【０００４】に記載のとおり，「熱伝導の時間さ移動知らせタイマー」は，

敷物等の厚みが違うと，裏側に熱が伝わるまでの時間に差があるため，一定の

時間が経過したら，次の場所に移動すべきことを知らせるタイマーのことであ

り，意味が不明であることはない。

家ダニ駆除沸湯容器については，出願後に先願特許の類似品があるとの指摘

を受けていないし，クリーンな家ダニ駆除方法であるとの顕著な作用効果もあ

る。

第４ 被告の反論の骨子

審決の認定判断はいずれも正当であって，審決を取り消すべき理由はない。

「発明を特定する事項である『熱伝導の時間さ移動知らせタイマー』の意味

が不明であり特許を受けようとする発明が不明確なものとなっている。」と判
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断しているのは，前審決においてである。原告の主張は，前審決に対して取消

しの訴えを提起して主張すべきものであり，再審の請求をして主張することは

許されない。

第５ 当裁判所の判断

１ 原告の主張する取消事由について

原告の主張する取消事由は，前審決がした認定判断を非難するものであり，

前審決に対する取消しの訴えを提起して主張すべき事由であって，本件審決の

取消事由とはならないものである。

２ 本件再審請求の適法性について

前記第２の１のとおり，本件審判請求がされたのは平成１８年２月２０日で

あるところ，前審決の謄本が原告に送達されたのは同月１２日であり，本件審

判請求の時点では，前審決は確定していない。しかし，本件審決がされた同年

１０月１６日の時点では，前審決は確定していたものである。

特許法１７１条１項によれば，再審の請求が「確定審決に対して」されたも

のでなければ，不適法であるが，同法１３５条は，「不適法な審判の請求であ

って，その補正をすることができないものについては，…(中略)…審決をもっ

てこれを却下することができる」と定めているところ，本件再審請求の時点で

前審決が確定していなくても，本件審決の時点で前審決が確定していれば，本

件再審請求の瑕疵は治癒されたものというべきであるから，上記瑕疵を理由と

して本件再審請求を却下することはできないと解するのが相当である。

しかしながら，本件再審請求書（乙第３号証）の記載をみるに，同請求書に

おいて，特許法１７１条２項が準用する民事訴訟法３３８条１項及び２項並び

に３３９条所定の事由を，原告が主張しているとは認められない。したがって，

上記の瑕疵が治癒されたとしても，再審事由の主張のない本件再審請求は，い

ずれにしても不適法というべきであるから，本件審決の判断には，結論におい

て誤りはない。
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３ 結論

以上に検討したところによれば，原告の主張する取消事由には理由がなく，

本件審決を取り消すべきその他の誤りも認められない。

よって，原告の請求は理由がないから棄却し，訴訟費用の負担について行政

事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官 三 村 量 一

裁判官 古 閑 裕 二

裁判官 嶋 末 和 秀


